
知
っ
て
い
ま
す
か

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

ど
ち
ら
の
手
当
も
受
給
要
件
や
所

得
制
限
が
あ
り
、
申
請
が
必
要
で
す
。

認
定
さ
れ
る
と
、
請
求
月
の
翌
月
分
か

ら
の
手
当
を
受
給
で
き
ま
す
。
詳
し
く

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
係
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
児
童
扶
養
手
当
と
は　

　

次
の
①
～
⑨
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は

ま
る
児
童（
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
、最

初
の
３
月
31
日
ま
で
の
人
、
障
が
い
が

あ
る
場
合
は
20
歳
未
満
）を
監
護
し
て

い
る
父
か
母（
父
は
、生
計
を
同
じ
く
し

て
い
る
こ
と
が
必
要
）ま
た
は
父
母
に
代

わ
り
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人（
児

童
と
同
居
し
、監
護
し
、生
計
を
維
持
し

て
い
る
人
）に
支
給
す
る
手
当
で
す
。

①
父
母
が
離
婚
し
た　

②
父
か
母
が
死
亡
し
た　

③
父
か
母
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
る

④
父
か
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い

⑤
父
か
母
か
ら
引
き
続
き
１
年
以
上
遺

棄
さ
れ
て
い
る

⑥
父
か
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
保
護

命
令
を
受
け
た

⑦
父
か
母
が
引
き
続
き
１
年
以
上
拘
禁

さ
れ
て
い
る　

⑧
母
が
婚
姻
に
よ
ら
ず
懐
胎（
妊
娠
）し
た

⑨
父
母
と
も
に
不
明
で
あ
る　

   　

                      

問
福
祉
課
児
童
福
祉
係　

☎
９
８
５
―
４
１
１
４

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は

　

20
歳
未
満
の
障
が
い
が
あ
る
児
童
を

監
護
し
て
い
る
父
母
や
養
育
者
に
支
給

す
る
手
当
で
す（
施
設
入
所
者
は
除
く
）。

問
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　

☎
９
８
５
―
４
１
１
２
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ま
さ
き
文
化
祭
作
品
募
集

　

10
月
27
日
（
土
）・
28
日
（
日
）、
文

化
セ
ン
タ
ー
を
主
会
場
に
開
催
す
る

「
第
43
回
ま
さ
き
文
化
祭
」
の
出
展
作

品
を
募
集
し
ま
す
。
個
人
や
グ
ル
ー
プ

で
ぜ
ひ
出
展
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
募
集
品
目
・
規
格

　

日
本
画 （
軸
表
装
か
額
装
20
号
以
内
）

　

洋
画
（
額
装
20
号
以
内
）

　

写
真
（
４
切
以
内
、ワ
イ
ド
４
切
可
）

　

書
道
（
軸
表
装
か
額
装
半
折
以
内
）

　

短
歌
（
色
紙
か
け
）

　

俳
句
・
川
柳

　
（
短
冊
に
限
る
）

　

絵
手
紙
、
人
形
、

　

手
芸
、
陶
芸
、
そ
の
他

※
作
品
は
１
人
１
点
と
し
ま
す
。

▼
申
込
期
間

   

８
月
６
日
（
月
）
～
８
月
31
日
（
金
）

　

平
日
８
時
30
分
～
17
時
15
分

▼
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

   

社
会
教
育
課
生
涯
学
習
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
３
５

戦没者追悼式
  戦争で亡くなられた多くの犠
牲者のご冥福を祈り、平和へ
の誓いを新たにするため、戦
没者追悼式を開催します。

日時　8月29日㊌
　　　9 時 30 分～ 10 時 30 分
　　　（受け付け　9 時～）
場所　文化センター2 階
　　　ふれあい展示室  

問福祉課障がい福祉係    
☎ 985-4155

ま
ち
づ
く
り
女
性
会
議
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

　

女
性
の
感
性
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る
た
め
、
本
年
度
も
「
ま
ち

づ
く
り
女
性
会
議
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

松
前
町
を
よ
り
魅
力
あ
る
町
に
す
る

た
め
、
ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象　

こ
の
取
り
組
み
に
興
味
の
あ

る
お
お
む
ね
40
歳
ま
で
の
女
性

▼
日
程
　
９
月
以
降
に
全
４
回（
土
曜

日
か
日
曜
日
の
午
前
中
）開
催
予
定

▼
内
容
　「
松
前
町
の
未
来
の
姿（
仮
）」

を
テ
ー
マ
に
女
性
の
感
性
を
生
か
し
た

お
し
ゃ
れ
な
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
自

由
に
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
ま
す
。

▼
定
員　

30
人
程
度（
応
募
多
数
の
場

合
は
抽
選
）

▼
申
し
込
み
方
法　

申
込
書
を
郵
送
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
す
る
か
、
窓
口
に
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
る

ほ
か
、
総
務
課

窓
口
に
あ
り
ま

す
。

▼
締
め
切
り

　
８
月
31
日　
（
金
）

▼
そ
の
他　

報
酬
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

〒
７
９
１
―
３
１
９
２

　

伊
予
郡
松
前
町
大
字
筒
井
６
３
１
番
地

　

松
前
町
役
場
総
務
課
企
画
政
策
係 
 　

　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
０
３

Ｆ
Ａ
Ｘ
９
８
５
―
４
１
４
８

331kseisaku@
tow

n.m
asaki.ehim

e.jp

国
民
年
金
保
険
料

後
納
制
度
が
終
了
し
ま
す

　

過
去
５
年
以
内
に
納
め
忘
れ
た
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

る「
後
納
制
度
」
が
、
９
月
28
日（
金
）

で
終
了
し
ま
す
。

▼
後
納
制
度
を
利
用
す
る
と

・
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る

・
年
金
の
受
給
資
格
を
得
ら
れ
る
場
合

が
あ
る

　

申
し
込
み
は
、
松
山
西
年
金
事
務
所

で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
納
付
を
検
討

し
て
い
る
人
は
、
期
日
ま
で
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
た
だ
し
、既
に
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給

し
て
い
る
人
は
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

※
過
去
５
年
と
は
、
保
険
料
を
納
め
よ

う
と
す
る
月
の
前
５
年
以
内
の
期
間
で

す
。
平
成
30
年
８
月
時
点
で
は
、
25
年

８
月
分
以
降
の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
―
０
０
３
―
０
０
４

　

松
山
西
年
金
事
務
所

☎
９
２
５
―
５
１
７
５

　

町
民
課
住
民
係☎

９
８
５
―
４
１
０
６

「原爆と人間」
写真パネル展

  核兵器のない平和な世界を
願い、「原爆と人間」写真パネ
ル展を開催します。

期間　　8月１日㊌～ 31日㊎
　　　　（㊏㊐を除く）
場所　　庁舎１階ロビー  
展示数　25 点程度

問総務課広報情報係    
☎ 985-4132

病
害
虫
の
被
害
が
増
え
る
時
期

水
稲
出
穂
期
防
除
に
ご
協
力
を

【
水
稲
生
産
者
の
皆
さ
ん
へ
】

　

農
薬
を
散
布
す
る
と
き
は
、
安
全
使

用
基
準
を
確
認
し
、周
辺
に
飛
散
し
な
い

よ
う
風
向
き
な
ど
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

▼
一
斉
防
除
日

・
極
早
生
品
種（
あ
き
た
こ
ま
ち
、
コ

シ
ヒ
カ
リ
、
キ
ヌ
ヒ
カ
リ
な
ど
）
…
８

月
5
日（
日
）

・
中
生
品
種（
に
こ
ま
る
、
ヒ
ノ
ヒ
カ

リ
、
ク
レ
ナ
イ
モ
チ
な
ど
）
…
８
月
26

日（
日
）

▼
無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
防
除

　

左
記
の
日
程
で
、
午
前
５
時
30
分
ご

ろ
か
ら
防
除
を
始
め
ま
す
。
天
候
や
進

み
具
合
に
よ
り
翌
日
に
ず
れ
込
む
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
対
象
地
区
に
住
ん
で
い
る
皆
さ
ん
へ
】

・
防
除
対
象
圃ほ

場じ
ょ
うに
は
、防
除
予
定
日
前

に
、白
地
に
赤
枠
の
立
札
を
立
て
ま
す
。

・
立
札
の
立
っ
て
い

る
圃
場
周
辺
に
は

駐
車
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。

・
散
布
時
は
、
念
の
た
め
窓
を
閉
め
、
洗

濯
物
、ペ
ッ
ト
な
ど
は
散
布
が
終
了
す
る

ま
で
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

※
散
布
は
、
農
薬
安
全
使
用
基
準
を
守

り
、
安
心
・
安
全
を
第
一
に
行
い
ま
す
。

問
Ｊ
Ａ
松
山
市
営
農
販
売
部

　
　
　
　
　
　

☎
９
６
８
―
１
２
１
８

　

産
業
課
農
業
振
興
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
１
１
９

８ 1 水 中川原

2 木 中川原、大間

3 金 徳丸、大間

4 土 徳丸、出作、神崎

9 木 永田、東古泉

10 金 横田、大溝、鶴吉

11 土 北黒田、南黒田、恵久美

22 水 中川原

23 木 中川原、出作、神崎

24 金 北黒田、南黒田

27 月 徳丸

28 火 永田、東古泉、恵久美

29 水 大溝、鶴吉、横田

30 木 大溝、鶴吉、横田

９ 7 金 徳丸、中川原

※雨天、強風時は順延 （小雨決行）です。順延により、
その後の防除日も変更する場合があります。

無人ヘリコプターによる防除日程表 （予定）
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（2）歯周病と
　               糖尿病 ⑥
　　～喫煙のリスク～

歯周病と全身の病気のお話
歯の

おはなし

伊予歯科医師会監修

　歯周病と糖尿病は、その原因である炎症から拡散

する悪玉ホルモンによって、互いに影響され、負のス

パイラルに落ち込みます。では、喫煙は2者にどんな

リスクを負わせるでしょう。

　喫煙の歯周病への影響は右の図のように大変大

きいです。受動喫煙でも、非喫煙者と比べると歯周

病の危険性が3倍になるというデータもあります。

たばこを吸うと、ニコチンの作用で末しょう血管が

急速に収縮して循環不全を起こします。毛細血管が

張り巡らされた歯周組織はいち早く反応します。細

菌と戦う免疫細胞の動員も難しくなり、低栄養・低

免疫の不健康な状態となります。一見腫れは少な

いのですが、ゴースト血管化と歯ぐきの繊維化が進

み、炎症は深く潜り込み、歯を支える骨の崩壊を防

ぐことは絶望的となります。

　また、糖尿病にとっても、慢性炎症を助長する喫

煙の因子はインスリン抵抗性 （インスリンの効きにく

さ）を増し、心血管疾患や慢性腎臓病のリスクが一

層増大することが

分かっています。

　次回は、歯周病

と糖尿病の本態

ともいえる慢性微

小炎症について

掘り下げましょう。

歯を大切に

中小企業の設備投資を
支援します

　国は、生産性向上特別措置法を制定し、今後 3 年間を集中投
資期間として中小企業の生産性を向上させるための設備投資を支
援することとしています。
　これは、設備投資を考えている事業者が市区町村の「導入促進
基本計画」に基づいて「先端設備等導入計画」を策定し、市区町
村の認定を受けることで次の支援が受けられるというものです。
　 ▼  固定資産税の特例（軽減措置）
　 ▼  事業に必要な資金繰りの支援（信用保証）
　 ▼  国の各種補助金（ものづくり・サービス補助金など）の優先
　　採択（審査時の加点）

　平成 33 年 3 月 31 日までの適用期間内に、町か
ら認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づい
て一定の条件を満たす設備を新規取得した場合、
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が 3
年間に渡ってゼロになります。

２ 金融支援 ３ 補助金における優先採択

　民間金融機関から融資を受けるとき、信用保証
協会が公的保証人となると融資が行われやすくな
ります。この信用保証協会による保証には限度額が
ありますが、「先端設備等導入計画」の実行のため
の融資であれば、限度額とは別枠での追加保証や
保証枠の拡大などの支援を受けることができます。

１ 税制支援

　町が認定した事業者に対して、次の補助金での
優先採択があります。主な内容は、審査時の加点
や補助率の上昇などです。
　 ▼  ものづくり・商業・サービス経営力向上補助金
　 ▼  小規模事業者持続化補助金
　 ▼  戦略的基盤技術高度化支援事業補助金（サポ
　　イン補助金）
　 ▼  サービス等生産性向上 IT 導入補助金

※計画の申請には、経営革新等支援機
関の事前確認が必要

（商工会・中小企業団体中央会・地域金融機関・
中小企業診断士や税理士等の専門家など）

松
前
町
演
芸
名
人
＆
酒
井
く
に
お
・
と
お
る

お
た
の
し
み
バ
ラ
エ
テ
ィ
シ
ョ
ー

　

平
成
30
年
度
敬
老
事
業 「
お
た
の
し
み

バ
ラ
エ
テ
ィ
シ
ョ
ー
」を
開
催
し
ま
す
。

町
内
演
芸
名
人
の
各
種
演
芸
や 「
酒
井
く

に
お
・
と
お
る
さ
ん
」が
漫
才
を
披
露
す

る
ほ
か
、
松
前
町
西
高
柳
出
身
の
落
語

家 「
桂
三
幸
さ
ん
」 が
司
会
で
会
場
を
盛

り
上
げ
ま
す
。

▼
日
時　

９
月
15
日（
土
）

　

14
時
～
15
時
30
分（
開
場
13
時
30
分
）

▼
会
場　

文
化
セ
ン
タ
ー
広
域
学
習
ホ
ー
ル

▼
出
演
者

▼
対
象
者　

町
内
に
住
む
お
お
む
ね
65

歳
以
上
の
人

▼
参
加　

事
前
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

当
日
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
入
場
は
先
着
順
で
す
。満
席
の
場
合
、

入
場
制
限
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
入
場
料　

無
料

▼
送
迎　

ひ
ま
わ
り
バ
ス
の
停
留
所
を

目
安
に
、
送
迎
バ
ス
を
運
行
す
る
予
定

で
す
。
希
望
者
は
９
月
10
日
（
月
）
ま

で
に
、
文
化
セ
ン
タ
ー
（
☎
９
８
５
―

１
３
１
３
）
へ
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

問
健
康
課
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
係

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
５
―
４
２
０
５

自
助
・
共
助
の
力
を
高
め
よ
う

松
前
町
総
合
防
災
訓
練

　

本
年
度
は
、
風
水
害
を
想
定
し
た
訓

練
を
行
い
ま
す
。

▼
緊
急
速
報
メ
ー
ル︵
エ
リ
ア
メ
ー
ル
︶

　

訓
練
中
、
重
信
川
決
壊
の
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
携
帯
電
話
に
緊

急
速
報
メ
ー
ル
を
送
信
し
ま
す
。設
定
に

よ
っ
て
は
マ
ナ
ー
モ
ー
ド
で
も
着
信
音
を

発
し
ま
す
の
で
、注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

９
月
２
日（
日
） 

８
時
～

※
予
定

▼
場
所　

決
ま
り
次
第
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
内
容　

緊
急
情
報
伝
達
訓
練
、
避
難

訓
練
、
避
難
所
開
設
・
運
営
訓
練
な
ど

問
総
務
課
危
機
管
理
係

☎
９
８
５
―
４
１
０
３

桂三幸さん
（司会・落語）

酒井くにお・とおるさん
（漫才）

経済産業大臣
（導入促進指針の策定）

市区町村
（導入促進基本計画の策定）

申請事業者

先端設備等導入計画

① 申請

②協議 ③同意

④認定

詳しくは、

町のホームページで

確認してください。

問産業課商工水産観光係　☎ 985-4120
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